
ⅠⅠⅠⅠコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びびびび資本構成、企業資本構成、企業資本構成、企業資本構成、企業属属属属性性性性そのそのそのその他他他他のののの基本情報基本情報基本情報基本情報    

１．基本的１．基本的１．基本的１．基本的なななな考考考考ええええ方方方方

    

２．資本構成２．資本構成２．資本構成２．資本構成    

【大株主【大株主【大株主【大株主のののの状状状状況】況】況】況】
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当当当当社社社社のコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスの状状状状況況況況はははは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。

 当社は「産業を通じて国家・社会に貢献する」を社是とし、創業以来、「品質第一、原価逓減、研究努力」の三つの社訓を創業の基本精神として 
おります。 
 
 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方としては、社会から信頼を得られる経営基盤の確立を目指し、企業の社会的責任（CSR)に根ざ 
した透明かつ公正な企業活動を行うため、「さらなるガバナンスの深化」を経営方針として掲げ、最重要課題の一つとして位置付け取り組んでお 
ります。 
  
 また、これを具体化するものとして２００６年５月に、内部統制システムの基本方針を取締役会で決議し、以後も都度改定しております。 
 
 これらの実践により、顧客や社会など全てのステークホルダーから高い信頼を得られるように経営基盤を一層強化し、また社会的責任（CSR)に 
根ざした透明性と公正性のある企業活動を行うことが重要であると考えております。 

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名名名名称称称称 所有株式所有株式所有株式所有株式数数数数（株）（株）（株）（株） 割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）

第一生命保険株式会社 3,067,000 5.74

山内正義 2,416,000 4.52

株式会社みずほ銀行 2,135,000 4.00

株式会社京都銀行 2,085,000 3.90

朝日生命保険相互会社 1,697,000 3.18

第一工業製薬従業員持株会 1,176,000 2.20

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,137,000 2.13

DKS取引先持株会 1,110,000 2.08

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 749,000 1.40

株式会社滋賀銀行 700,000 1.31

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

――― 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員



４．支配株主４．支配株主４．支配株主４．支配株主とのとのとのとの取引等取引等取引等取引等をををを行行行行うううう際際際際におけるにおけるにおけるにおける少少少少数数数数株主株主株主株主のののの保護保護保護保護のののの方策方策方策方策にににに関関関関するするするする指針指針指針指針    

５．５．５．５．そのそのそのその他他他他コーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスに重要重要重要重要なななな影響影響影響影響をををを与与与与えうるえうるえうるえうる特別特別特別特別なななな事情事情事情事情    

数 500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

――― 

 該当事項はありません。 



ⅡⅡⅡⅡ経営経営経営経営上上上上のののの意思決定、執行及意思決定、執行及意思決定、執行及意思決定、執行及びびびび監督監督監督監督にににに係係係係るるるる経営経営経営経営管理組織管理組織管理組織管理組織そのそのそのその他他他他のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制のののの状状状状況況況況    

１．機１．機１．機１．機関関関関構成構成構成構成・・・・組織運組織運組織運組織運営営営営等等等等にににに係係係係るるるる事項事項事項事項    

【取締役【取締役【取締役【取締役関関関関係】係】係】係】    

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 14 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名氏名氏名氏名 属属属属性性性性
会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係((((※)※)※)※)

aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii jjjj kkkk

本間義昭 他の会社の出身者 ○

青木素直 他の会社の出身者

秋本信幸 他の会社の出身者 ○

※※※※    会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係についてのについてのについてのについての選選選選択択択択項目項目項目項目    
※※※※    本人本人本人本人がががが各項目各項目各項目各項目にににに「現在「現在「現在「現在・・・・最近」最近」最近」最近」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「○○○○」、「過去」」、「過去」」、「過去」」、「過去」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「△△△△」」」」    
※※※※    近親者近親者近親者近親者がががが各項目各項目各項目各項目にににに「現在「現在「現在「現在・・・・最近」最近」最近」最近」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「●●●●」、「過去」」、「過去」」、「過去」」、「過去」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「▲▲▲▲」」」」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名氏名氏名氏名
独独独独立立立立    
役員役員役員役員

適合項目適合項目適合項目適合項目にににに関関関関するするするする補足補足補足補足説説説説明明明明 選任選任選任選任のののの理由理由理由理由

本間義昭  

社外取締役本間義昭氏との間には人的
関係、資本的関係または取引関係その他
の利害関係はありません。また、同氏は
朝日生命保険相互会社の代表取締役専
務執行役員ですが、２０１５年３月末時点
において、同社は当社株式の１，６９７千
株を保有しています。但し、主要株主には
該当しておりません。また、２０１５年３月
末時点において、当社は同社から４８０百
万円の借入残高があります。

[選任理由] 
企業経営に携わる役員には、企業活動に関与 
した経験を有することが望ましいことから、これ 
まで培ってこられた豊富なビジネス経験や知 
識を職務に反映していただけることを重視し、 
社外取締役として選任をしています。 
なお、社外取締役には適切な助言を通じて意 
思決定へ参画する機能が期待されることから、 
ビジネス経験や知識の反映を重視しておりま 
す。

[選任理由] 



【監【監【監【監査査査査役役役役関関関関係】係】係】係】    

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1)

 

青木素直 ○

独立役員に指定しております。 
社外取締役青木素直氏との間には人的 
関係、資本的関係または取引関係その他 
の利害関係はありません。

企業経営に携わる役員には、企業活動に関与 
した経験を有することが望ましいことから、これ 
まで培ってこられた豊富なビジネス経験や知 
識を職務に反映していただけることを重視し、 
社外取締役として選任をしています。 
なお、社外取締役には適切な助言を通じて意 
思決定へ参画する機能が期待されることから、 
ビジネス経験や知識の反映を重視しておりま 
す。 
[独立役員指定理由] 
青木素直氏は、現在および過去において当社 
との間で人的関係、取引関係、資本関係など 
における利害関係はありませんので、当社は、 
同氏が一般株主と利益相反を生じるおそれは 
なく、独立性は確保されていると判断し、独立 
役員としています。

秋本信幸  

社外取締役秋本信幸氏との間には人的
関係、資本的関係または取引関係その他
の利害関係はありません。また、同氏は
第一生命保険株式会社の常務執行役員
ですが、２０１５年３月末時点において、同
社は当社株式の３，０６７千株を保有して
います。一方、当社は同社株式の３千株
を保有しています。但し、互いに主要株主
には該当しておりません。また、２０１５年
３月末時点において、当社は同社から４８
０百万円の借入残高があります。

[選任理由] 
企業経営に携わる役員には、企業活動に関与 
した経験を有することが望ましいことから、これ 
まで培ってこられた豊富なビジネス経験や知 
識を職務に反映していただけることを重視し、 
社外取締役として選任をしています。 
なお、社外取締役には適切な助言を通じて意 
思決定へ参画する機能が期待されることから、 
ビジネス経験や知識の反映を重視しておりま 
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役と会計監査人の連携状況 
 
  会計監査人の監査計画について年１回説明を受けるとともに、四半期末におけるレビュ－ならびに期末監査における監査の実施状況等につい 
て報告を受けております。 
 
  さらに、必要に応じ当社会計監査の立会いなども実施しております。 
 
 
監査役と内部監査部門の連携状況 
 
  内部監査の強化のため、２００６年５月１日に新たに内部監査室を設置いたしました。 
 
  内部監査室は、内部統制システムの基本方針に則り活動しております。また、監査役とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、互いの監査 
の質の向上に努めております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名



会社との関係(2)

 

【【【【独独独独立役員立役員立役員立役員関関関関係】係】係】係】    

その他独立役員に関する事項 

【【【【インセンティブインセンティブインセンティブインセンティブ関関関関係】係】係】係】    

氏名氏名氏名氏名 属属属属性性性性
会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係((((※)※)※)※)

aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii jjjj kkkk llll mmmm

井手秀彦 他の会社の出身者 △

勝田純一 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名氏名氏名氏名
独独独独立立立立    
役員役員役員役員

適合項目適合項目適合項目適合項目にににに関関関関するするするする補足補足補足補足説説説説明明明明 選任選任選任選任のののの理由理由理由理由

井手秀彦 ○

独立役員に指定しております。 
社外監査役井手秀彦氏との間には人的 
関係、資本的関係または取引関係その他 
の利害関係はありません。また、同氏は 
かつて、株式会社みずほ銀行の前身にあ 
たる株式会社富士銀行の業務執行者でし 
たが、２０１５年３月末時点において、株式 
会社みずほ銀行は当社株式の２，１３５千 
株を保有しています。一方、当社は同行 
の持株会社である株式会社みずほフィナ 
ンシャルグループ株式の２，７５５千株を 
保有しています。但し、互いに主要株主に 
は該当しておりません。また、２０１５年３
月末時点において、当社（子会社を含む）
は同行から６，４６４百万円の借入残高が
あります。

[選任理由] 
企業経営に携わる役員には、企業活動に関与 
した経験を有することが望ましいことから、これ 
まで培ってこられた豊富なビジネス経験や知 
識を職務に反映していただけることを重視し、 
社外監査役として選任をしています。 
[独立役員指定理由] 
井手秀彦氏は株式会社みずほ銀行の前身で
ある株式会社富士銀行を退職して既に約１６
年が経過しており、当社は、井手秀彦氏が一
般株主と利益相反を生じるおそれはなく、独立
性は確保されていると判断し、独立役員として
います。 

勝田純一  

社外監査役勝田純一氏との間には人的
関係、資本的関係または取引関係その他
の利害関係はありません。また、同氏は
かつて株式会社京都銀行の常務取締役
であり、現在も同行のグループ会社であ
る京銀リース・キャピタル株式会社の代表
取締役会長ですが、２０１５年３月末時点
において、同行は当社株式の２，０８５千
株を保有しています。一方、当社は同行
株式の１，１００千株を保有しています。但
し、互いに主要株主には該当しておりま
せん。また、２０１５年３月末時点におい
て、当社（子会社を含む）は同行から３，６
３２百万円の借入残高があります。

[選任理由] 
企業経営に携わる役員には、企業活動に関与 
した経験を有することが望ましいことから、これ 
まで培ってこられた豊富なビジネス経験や知 
識を職務に反映していただけることを重視し、 
社外監査役として選任をしています。 

独立役員の人数 2 名

――― 



該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬【取締役報酬【取締役報酬【取締役報酬関関関関係】係】係】係】    

該当項目に関する補足説明

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監査査査査役）役）役）役）のサポートのサポートのサポートのサポート体制】体制】体制】体制】    

２．業務執行、監２．業務執行、監２．業務執行、監２．業務執行、監査査査査・・・・監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等のののの機能機能機能機能にににに係係係係るるるる事項（現事項（現事項（現事項（現状状状状のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制のののの概概概概要）要）要）要）

    

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

 業績連動型の役員報酬制度は、２００５年７月度より実施しております。 
 ストックオプション制度は、２０１０年６月２５日開催の第１４６期定時株主総会において決議し、２０１０年８月より実施しております。  

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

 当該付与対象者にストックオプションを付与している理由は、当該対象者の企業価値・株主価値の向上に対する意欲や士気を高め、株主と株
価を意識した経営を推進することを目的としているためです。当社は、この目的に合致する経営を担う社内取締役、従業員（執行役員を含む）を、
付与対象者として選定しています。 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

 直前事業年度の取締役１２名（うち社外取締役３名）に対する報酬は１９１百万円でした。 
  
 報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

 取締役については、株主総会の決議により定められた報酬総額（月額２，２００万円以内）の範囲内において、各取締役が担当する役割の大き
さとその地位に基づき基本となる額を設定した上で、前年度の会社全体の業績評価に基づく変動を年１回、また各取締役が担当する部門の業績
評価に基づく変動を年２回、一定の範囲内で実施しております。但し、社外取締役については、所定の金額としております。以上は代表取締役が
起案し、取締役会の決議を経て実施しております。 
 監査役については、株主総会の決議により定められた報酬総額（月額６００万円以内）の範囲内において、一定の金額を設定しております。以
上は監査役の協議を経て実施しております。 
 なお、当社は、役員報酬の業績連動指向を強化することが、業績をさらに向上させていく上で有益と考えております。そこで、報酬体系の見直し
を今後検討して参ります。成案が得られましたときには、株主の皆様へお諮りする所存です。 

 秘書室では社外取締役（社外監査役）に対してのサポートとして、取締役会、監査役会開催の案内状発送、前月取締役会議事録発送及び当月 
取締役会資料の配布を行っています。さらに、社外取締役（社外監査役）に別途連絡を必要とする事項及び社外取締役（社外監査役）からの問合 
せ等に関する窓口として対応しています。 
 
 また、社外監査役に限定したサポート体制はありませんが、監査役業務全般のサポート役として監査役付１名を選任し運営しています。なお、 
監査役付は内部監査室に籍を置き、同室業務に加え監査役付業務を兼務しています。  

業務執行 
 
（１）当社における業務執行上の意思決定は取締役会において決定されますが、取締役会に付議する案件は原則として事前に「経営会議」で慎
重に審議し、法令及び定款に適合しかつ合理的な意思決定が行われるよう努めております。「経営会議」は、原則として月２回の頻度で開催して
おります。 
 
（２）当社は執行役員制度を導入しており、取締役会決定事項の実施その他業務執行に執行役員が携わっております。執行役員は１０名からな
り、事業部長等に配しております。任期は１年で、取締役会がその任免及び監督を行っております。 
 
監査 
 
（１）当社の監査役は４名からなり、監査役会を組織しております。そのうち監査が実効的に行われることを確保するため、取締役の職務の執行を 
監督するに必要な素養、知識、経験を有し、取締役から独立した社外監査役を２名選任しております。 



３．現３．現３．現３．現状状状状のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制をををを選選選選択択択択しているしているしているしている理由理由理由理由

    

 
また、監査体制の強化を図るため、監査役の職務を補助すべき使用人を１名設け、管理職待遇者をこれに当てております。なお、監査役の職務 
を補助すべき使用人の選任、解任、人事異動又は解雇については、監査役会と協議の上決定するものとしております。 
 
（２）監査は経営計画の進捗、代表取締役が行った各種決裁、損失の危険の管理に関する状況、法令及び定款への適合の確保に関する状況、
重要な会計方針の変更・会計基準等の制定など、業務執行の監査に必要な報告を取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人に求
め、又は資料の閲覧をするほか、常勤監査役が「経営会議」「リスクマネジメント統制委員会」「コンプライアンス統制委員会」のほか、必要に応じ
て監査上重要と思われる会議に出席して日常的に実施しております。 
 
さらに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上の重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認 
識と信頼関係を深めるため、常勤監査役及び社外監査役は、代表取締役との定期的会合を継続実施しております。 
 
（３）当社は計算書類について会計監査人の監査を受けておりますが、当社の会計監査人は「有限責任 あずさ監査法人」です。その母体も含め 
ると、継続監査年数は四半世紀に及びます。 
 
責任限定契約 
 
（１）当社は、社外取締役及び社外監査役との間で職務の遂行につき善意でありかつ重大な過失がない場合に限り、会社法第４２５条第１項が定
める最低責任限度額を限度として、同法第４２３条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。 
 

（１）３名の社外取締役を含む１４名からなる取締役会と、２名の社外監査役を含む４名からなる監査役会を組織し、取締役会と監査役会により企 
業統治を行う体制を採用しております。 
 
（２）当社は、取締役会と監査役会の間で抑制と均衡の関係を働かせる方が経営の透明性を図ることができ、またそれぞれの組織に社外の視点 
をとり入れることで、公正妥当な企業統治ができると考えており、また現に十分その目的を果たしていると評価していることから、長らくこの体制を 
堅持しております。 
 
（３）なお、当社は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営意思の決定へ参画する機 
能を期待しており、人選に当たっては、これまでに培われたビジネス経験や知識を当社経営に反映いただくことを重視しております。 



ⅢⅢⅢⅢ株主株主株主株主そのそのそのその他他他他のののの利害利害利害利害関関関関係者係者係者係者にににに関関関関するするするする施策施策施策施策のののの実実実実施施施施状状状状況況況況    

１．株主１．株主１．株主１．株主総会総会総会総会のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび議決議決議決議決権権権権行使行使行使行使のののの円円円円滑化滑化滑化滑化にににに向向向向けてのけてのけてのけての取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況

    

２．ＩＲ２．ＩＲ２．ＩＲ２．ＩＲにににに関関関関するするするする活動活動活動活動状状状状況況況況

    

３．３．３．３．ステークホルダーのステークホルダーのステークホルダーのステークホルダーの立場立場立場立場のののの尊重尊重尊重尊重にににに係係係係るるるる取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況    

補足説明

株主総会招集通知の早期発送  法定期限の３営業日以上前に発送することとしています。

集中日を回避した株主総会の設定
 従来は集中日に開催していましたが、２００６年６月総会から原則として集中日の２営業日前 
の開催としています。

その他  招集通知発送の７営業日以上前に当社ホームページに招集通知を掲載しています。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

IR資料のホームページ掲載
 決算情報（決算短信、有価証券報告書及び四半期報告書）、決算情報以外 
の適時開示資料、株主通信、会社案内、製品紹介、ネットワークなどを掲載し 
ています。

IRに関する部署（担当者）の設置
 ２００４年７月１日に総合企画本部内に広報室、２０１５年４月１日に同本部内
に東京秘書IR室をそれぞれ設置しております。

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

 当社は品質管理マネジメントシステム「ISO９００１」、環境管理マネジメントシステム「ISO１４０ 
０１」の認証取得に続いて、２００６年１月には研究部門の「ISO９００１」の認証を取得し、管理水 
準の向上に努めております。 
 
 また１９９８年７月には、日本レスポンシブル・ケア協議会に加盟し、「全社的に地球環境、安
全衛生などの活動を積極的に行う」としてレスポンシブル・ケア宣言を行うとともに、地球温暖化
防止対策、産業廃棄物の削減、化学物質の適正管理、労働安全衛生の向上を柱とする活動を
展開しております。 
  
 特に地球温暖化防止対策としては、効率の良いエネルギー使用方法への転換やクリーンエ 
ネルギーへの転換を進めております。さらに環境負荷低減を図り、企業の社会的責任を果たし 
ていきたいと考えております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

 「企業倫理憲章」及び「役員・従業員行動宣言」において規定しています。



ⅣⅣⅣⅣ内内内内部統制部統制部統制部統制システムシステムシステムシステム等等等等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

１．１．１．１．内内内内部統制部統制部統制部統制システムにシステムにシステムにシステムに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況

    

基本的な考え方 
 
 当社は「産業を通じて国家・社会に貢献する」を社是とし、また「品質第一」「原価逓減」「研究努力」の三つを社訓とし、これらの社是と社訓を会
社経営の根幹に置いて企業活動を実践して参りました。これらの実践のためには、顧客と社会から高い信頼を得られるように経営基盤を一層強
化し、また社会的責任（CSR)に根ざした透明性と公正性のある企業活動を行うことが重要であると考えております。 
 
 こうした観点から、当社はこれまで社内諸規程を整備し、さらに「コンプライアンス統制委員会」「リスクマネジメント統制委員会」「ITシステム統制 
委員会」「財務報告統制委員会」を設置するなど内部統制システムの整備に努めて参りました。 
 
 また、２００６年５月１８日の取締役会において、会社法第３６２条及び会社法施行規則第１００条に規定する「業務の適正を確保するために必要 
な体制」に関する決議を致しましたので、この決議内容の実行に邁進するとともに、今後も適宜見直しを行い、より良い内部統制システムの構築 
に努めて参ります。 
 
 
整備状況 
 
 
一、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
 
（１）代表取締役及び業務執行に携わる取締役の職務の執行が法令及び定款に適合しているか監督するために必要な素養、知識、経験を有し、 
現在及び過去において当社及び子会社の業務執行及び使用人の経験が無い社外取締役を従来から選任しておりますが、今後も引き続き選任
致します。なお代表取締役は、社外取締役との相互認識と信頼関係を深めるため、社外取締役との定期的会合を行っております。 
 
（２）取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見するときは、取締役会及び監査役会に報告するなど最善の処置に努めており 
ます。 
 
（３）「企業倫理憲章」「役員・従業員行動宣言」を制定しております。今後もこれらを遵守し、事業活動中に発生し得る法令、定款又は企業倫理上 
の問題を予防又は早期に解決し、当社及び子会社の社会的信用を維持、向上させることに努めます。 
 
（４）取締役会に付議する案件は、原則として事前に「経営会議」で慎重に審議し、また法務担当部門を適宜関与させ、取締役会で法令及び定款 
に適合しかつ合理的な意思決定が行われるよう努めております。 
 
 
二、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 
（１）取締役会を毎月開催し、職務の執行に遅滞の無い意思決定が行われるよう努めております。 
 
（２）社外取締役及び社外監査役を主たる構成員とする「社外役員会議」を設置し、社外取締役及び社外監査役は連携して、当社及び子会社の持
続的成長と中長期的な企業価値の向上を促す役割を果たすよう努めております。 
 
（３）「業務分掌規程」「職務権限規程」などを維持又は改善し、各取締役間の合理的な業務分掌及び相互牽制が機能するよう努めております。 
 
 
三、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
 
（１）法令、定款又は企業倫理上の問題の発生を予防する制度、仕組みを構築するため「コンプライアンス統制委員会」を設置しております。 
 
（２）「コンプライアンス統制委員会」は、法令、定款又は企業倫理上の問題を予防する制度、仕組みの適正な運用にも努め、その改善が必要なと 
きはこれを提起し、又はその権限内において必要な改善を実施する任務を果たしております。 
 
（３）内部通報制度（当社内の名称「公益通報ホットライン」）を２００６年４月から運用しております。本制度を実効性のあるものとし、正規の職制を 
通じた解決が未だ図られていない法令、定款又は企業倫理上の問題へ適切に対処できるよう努めて参ります。 
 
（４）法令及び定款のほか、「企業倫理憲章」「役員・従業員行動宣言」「公益通報ホットライン」等の使用人への周知、浸透を図るとともに、法令や 
当社諸規程の制定若しくは改正があるとき、又は当社若しくは他社で重大な不祥事が発生したときには、適宜必要な周知や教育及び指導を行う 
よう心掛けております。 
 
 
四、損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 
（１）「危機管理規程」を制定しており、これに従ってリスク管理が最重要と考えられる、伝染病、テロ、事業所・工場で発生し得る事故、災害、環境 
破壊、製品上の瑕疵・欠陥などによる損失を予防し又は最小限にとどめ、かつ関係者の安全を確保することに努めております。 
 
（２）当社及び子会社を取り巻くリスク管理の実効を確保するため、「リスクマネジメント統制委員会」を設置しております。 
 
（３）「リスクマネジメント統制委員会」は、「危機管理規程」及びこれに基づく「危機管理マニュアル」の適正な運用に努め、これらの改善が必要な 
ときは、「危機管理規程」については改定の提起を行い、「危機管理マニュアル」については自らの判断で改定を行うよう努めております。 
 
（４）リスク顕在化時に適切な処置を迅速に実施できるよう、平素から使用人に対する適正な教育、指導及び訓練を心掛けております。 



２．反社２．反社２．反社２．反社会会会会的勢力排除的勢力排除的勢力排除的勢力排除にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況    

 
 
五、取締役又は使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 
（１）取締役会決議とこれに基づく業務執行、並びにその監督に係る文書の作成、保存及び管理は「取締役会規則」に従って行われておりますが、 
今後も「取締役会規則」を適宜改善し、関連文書の作成、保存及び管理が適正に行われるよう努めて参ります。 
 
（２）「経営会議規程」「文書規程」「品質文書管理規程」「経理規程」「契約書等の取り扱いに関する規程」等の各規程に従って、職務上の意思決
定又はその執行に係る以下の文書を適切に管理するよう努めております。 
 
           ・株主総会、取締役会、「経営会議」の各議事録 
           ・製品の開発、製造、販売、廃棄に係る各種文書 
           ・各種決裁 
           ・計算書類 
           ・各種契約書 
 
（３）特に計算書類の作成に当たっては、準拠すべき法令、企業会計原則など一般に公正妥当と認められる企業会計に留意して作成しておりま 
す。 
 
 また、その内容の適正性と信頼性を確保するために「財務報告統制委員会」及び「ITシステム統制委員会」をそれぞれ設置し運用しております 
が、今後とも必要な手続、牽制の仕組みの検証に努めて参ります。 
 
 
六、会計監査人による外部監査 
 
（１）計算書類について会計監査人の監査を受けております。 
 
（２）当社の会計監査人は「有限責任 あずさ監査法人」です。 
 
 
七、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
 
（１）子会社の主体性を損なわない範囲で子会社を当社の上記体制に服させ、また「関係会社管理規程」に基づいて子会社経営の管理を行うこと
によって、当社及び子会社から成る企業集団における業務の執行が法令及び定款に適合するのみならず効率的に行われ、また業務の執行に係
る情報及び損失の危険が適切に管理されるよう努めております。 
 
（２）「関係会社会議」を定期開催し、子会社から業務の定期的な報告を受け、また相互に意見交換する機会の確保に努めております。 
 
 
八、内部監査体制 
 
財務報告に係る内部統制システムが設計した通りに運用され、成果を上げているかを検証するための仕組みとして、２００６年５月から内部監査 
室を発足させています。 
 
 

反社会的勢力の排除 
 
（１）取締役会において「業務の適正を確保するために必要な体制」の一部として、「反社会的勢力と一切の関係を持たず毅然とした態度で臨むこ 
とによって、反社会的勢力による被害の防止に努める」ことを決議しております。また、「役員・従業員行動宣言」の中で「反社会的勢力に対して 
は、警察と連携して毅然とした態度で臨み、利益供与や寄付等を行わない」ことを宣言しております。 
 
（２）さらに、反社会的勢力の動向や対処方法等に関して、平素から外部機関や近隣企業との情報交換をはじめとする連携や社内周知に取り組 
んでおります。



ⅤⅤⅤⅤそのそのそのその他他他他    

１．買１．買１．買１．買収収収収防衛策防衛策防衛策防衛策のののの導入導入導入導入のののの有無有無有無有無    

該当項目に関する補足説明 

２．２．２．２．そのそのそのその他他他他コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス体制等体制等体制等体制等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

買収防衛策の導入の有無 なし

 当社は、当社株式の大量取得を企図する買付について、その当否は株主の皆様のご判断に最終的には委ねられるべきものと考えております。 
 
 しかし、買付の中には当社の企業価値や株主共同の利益を害するものがあり得ます。そのような買付は、当社や株主の皆様の利益を守るた 
め、当社は当然にこれを阻止しなければならないと考えます。また、そうでなくとも、当該買付の当否を株主の皆様に的確にご判断いただく機会を 
確保するため、当該買付の当社の企業価値や株主共同の利益への影響如何を慎重に見極め、最も適切な措置を講じる必要があると認識してお 
ります。 
 
 目下のところ、当社は株式の大量取得を企図する買付者が出現するときに備える、いわゆる「買収防衛策」は導入しておりません。 
 
 しかし、経営を負託された当然の責務として、当社の株式取引や株主異動を常に注視する一方、株式の大量取得を企図する買付に備えた体制 
や手順の整備に努めて参ります。また、実際にそのような買付者が出現するときは、直ちに当社として最も適切と思われる措置を講じる所存で 
す。すなわち、社外の専門家を交えて大量買付の評価や買付者との交渉を行い、当該買付が当社の企業価値や株主共同の利益にそぐわないと 
認識されるときには、具体的な対応措置の要否やその内容等を速やかに決定し実行する体制を整えます。 
 
 以上は、当社グループ会社の株式を大量に買付しようとする者に対しても、同様です。 
 
 なお、「買収防衛策」の導入につきましては、判例の動向や専門家の見解等を踏まえつつ、今後も検討して参りますが、株主の皆様のご判断に 
より導入できることを明らかにするため、その根拠をあらかじめ定款に定めておくことは有益と考え、２０１３年６月２５日開催の第１４９期定時株主 
総会において、根拠規定を新設する定款変更を決議いたしました。 

 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。 
 
１．適時開示が必要と考えられる各種情報は、各関連部門より遅滞無く、代表取締役及び情報取扱責任者に報告することとなっております。 
なお、情報取扱責任者には、取締役 財務本部長を任命しております。 
 
２．連絡されたすべての各種情報は、経営会議において、精査、吟味し、選択して適時開示する情報を決定いたします。選択に当り総合企画本部 
及び財務本部は、会社情報適時開示ガイドブックにより上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則（適時開示規則上）にお 
ける開示の要否について確認いたします。 
  また、必要に応じ事前に弁護士及び公認会計士等との意見交換を行い、適切な指導を仰ぐ体制についても構築しています。 
 
３．経営会議において決定された適時開示する情報は、直ちに取締役会に報告され、承認後速やかに証券取引所に提出いたします。提出につい 
ては財務本部が担当しています。 
  ただし、適時開示の観点から重要な発生事実については、取締役会の開催頻度の関係から報告が開示後となる場合もあり得ます。 
 
４．「内部者取引の規制及び内部情報の管理に関する規程」を定め、重要情報の管理及び金融商品取引法に違反する内部者取引の未然防止体 
制も確立し、的確に運営しています。 
 
 上記の体制を円滑に運営することにより、弊社の重要情報は迅速かつ的確に開示できるものと考えております。今後もより一層の社内体制の 
維持向上に努め、的確な情報開示を行ってまいります。 
 
 



２０１５年６月２４日現在２０１５年６月２４日現在２０１５年６月２４日現在２０１５年６月２４日現在
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適適適適時時時時開開開開示示示示体体体体制制制制のののの概概概概要要要要（（（（模模模模式式式式図図図図））））

監 査 役 の 監 査

弁護士、公認会計士等との意見
交換等

代表取締役、情報取扱責任者代表取締役、情報取扱責任者代表取締役、情報取扱責任者代表取締役、情報取扱責任者
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